
 

（物件番号 20-1 岸和田天神山住宅） 

 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

空缶等のゴミについては、定期的に回収し、散乱しないようにする

こと。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 



 

（物件番号 20-2 岸和田天神山住宅） 

 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

空缶等のゴミについては、定期的に回収し、散乱しないようにす

ること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 



 

（物件番号 21 泉大津小松住宅） 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

空缶等のゴミについては、定期的に回収し、散乱しないようにする  

こと。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 

 



 

（物件番号 22 貝塚久保住宅） 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

空缶等のゴミについては、定期的に回収し、散乱しないように 

すること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 

 



 

（物件番号 23 貝塚三ツ松第 2 住宅） 

 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

空缶等のゴミについては、定期的に回収し、散乱しないように

すること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 



 

（物件番号 24 和泉繁和住宅） 

 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

空缶等のゴミについては、定期的に回収し、散乱しないようにす

ること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 



 

（物件番号 25 高石綾園住宅） 

 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じること。 

空缶等のゴミについては、定期的に回収し、散乱しないようにするこ

と。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 



 

（物件番号 26 東鳥取石田住宅） 

 

設置にあたっては、据付面を整地し転倒防止策を講じる 

こと。 

空缶等のゴミについては、定期的に回収し、散乱しない 

ようにすること。 

電気料金の支払い方法について、自治会と協議すること。 


